
　代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている

　審査基準日がこれより後である経営事項審査の総合評定値通知書等による。

世羅町役場本庁舎南駐車場整備工事

世羅町大字西上原

土木一式工事
年度の世羅町の一般競争入札参加資格を認定されていなければな

（ア）

不要

※　アの業種がプレストレストコンクリート工事である場合は、土木一式工事、鋼

なお、イからカまでの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、アの業種についてのものとする。

　る。

イ

　建設業法第15条の許可（特定建設業許可）の要否

※　アの業種がプレストレストコンクリート工事である場合は、土木一式工事、法

オ

※　アの資格の審査を申請した際に添付した経営事項審査の総合評定値通知書又は

町内に主たる営業所を有するこ
と。

エ

　技術要件以外の要件（１）

　世羅町議会の議決のあった日の翌日

５

まで

６

から 令和   ８ 年   ２ 月 ２７ 日

公　　　　告

　次のとおり一般競争入札（事後審査型）を行うので、世羅町財務規則第86条の規定により公告します。

世羅町長 奥田　正和

令和   ７ 年   ７ 月   ４ 日

　なお、本件は、世羅町の電子入札システム（以下「電子入札システム」という。）を利用して入札を行う電子入札

案件であり、入札に関する手続きについては、世羅町電子入札実施要領（以下「電子要領」という。）にしたがって

総合評価方式（簡易Ⅱ型）

行わなければなりません（同要領が特に定める例外の場合を除く。）。

１

２

３

４

本件工事の入札に参加する者に必要な資格

排水構造物工L=111m、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 A=4,841m2、区画線工L=1,212m、縁石工L=125m

工事場所

工事概要

工期（予定）

工事名

予定価格

次に掲げる要件をすべて満たしていること。

ウ 　年間平均完成工事高

　認定された一般競争入札参加資格の格付けの等級

Ａ・Ｂ・Ｃ
　橋上部工事である場合は、鋼構造物工事に係る一般競争入札参加資格の格付とす

ア 令和 7

　場合は、鋼構造物工事についての営業所とする。

　建設業法第３条第１項の営業所の所在地

必要

らない業種

・ 8

　面処理工事である場合は、とび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である

キ

日本工営都市空間株式会社

　場合は、鋼構造物工事についての営業所とする。

カ 　右欄に掲げる本件工事に係る設計業務等の受託者以外の者であって、かつ、当該

　右欄に掲げる工事の入札の落札者でないこと（工区設定工事）

不要
※　アの業種がプレストレストコンクリート工事である場合は、土木一式工事、法

　前各号のほか、別紙総合評価方式による一般競争入札（事後審査型）公告共通事

項の１（２）に掲げる要件を満たしていること

　面処理工事である場合は、とび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である

受託者と資本及び人事面において次に掲げる関係にある者でないこと

指定なし

ク

（イ）

事後公表

　当該受託者の発行済株式総数の過半数を有する



（ア）１人以上（要専任）

（１）

※（１）アの業種がプレストレストコンクリート工事である場合は、土木一式工事、

理人等として監理技術者又は主任技術者に準じて下請業者を指導する立場であった

（イ）不要

から

電子入札システムによる

類の工事（公共工事等（これに準じる団体が発注した工事を除く）に限る。）の県内にお

令和7年7月22日 午前9時00分 から 令和7年7月23日 午後4時30分 まで（運用時間外を除く。）

（３）

令和 7年 7月14日

主任技術者

（２）

（ア）

ける元請施工実績を有すること

　設計図書に関する質問がある場合は、次によって書面を提出すること。

場合は、鋼構造物工事について建設業法第７条第２号に該当する者とする

道路改良工事に伴うｱｽﾌｧ
ﾙﾄ舗装要綱に基づく舗装
工事であって、ｱｽﾌｧﾙﾄ舗
装面積が3,880m2以上の
工事

ア　閲覧期間

　同種（同規模）工事の元請施工実績

(２)開札場所

次に掲げる要件をすべて満たして、それに関する資料の提出ができること

と認められるときを含む。）としての経験を有すること

　技術要件

法面処理工事である場合は、とび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事である

　アに掲げる種類及び規模の工事において、監理技術者又は主任技術者等（現場代

開札

をすべて満たす

　設計図書は、次のとおり閲覧に供する。

平成22年４月１日から（入札日の前月）までの間に完成検査を受けている、右欄の種

令和 7年 7月18日

電子入札システムによる

10

令和 7年 7月18日

(２)入札期間

９ 入札

　技術資料の様式は、世羅町ホームページ－「入札契約」-「入札公告及び設計図書閲覧」に掲載する。

世羅町　財政課

まで

午前 9時05分

(１)入札方法

(１)開札日時 令和 7年 7月24日

　本件入札に参加するものは、次により技術資料を提出すること。

まで。（休日を除く。）　午前９時～午後4時30分

イ　提出場所

８

から

ア

世羅町 　建設課

を本件工事の現場に専任で右欄の人数配置できること

　　(１)アの業種について建設業法第７条第２号イ、ロ又はハに該当する者

７ 設計図書

　配置技術者に係る要件

 (２)

　次に掲げる要件及び別紙一般競争入札（事後審査型）公告共通事項の６に掲げる要件

技術資料

ア　提出期間

（１）

まで。（休日を除く。）　午前９時～午後５時

世羅町

令和 7年 7月 4日

　（２）の質問に対する回答書の閲覧は（１）に同じ。

ア　受付期間

ホームページに掲載イ　閲覧場所

イ　受付場所

（２）

令和 7年 7月 4日

イ

　

令和 7年 7月 4日から

（イ）



（２）

していることが確認できない者については落札者としない。

（ア）資格要件確認書類提出書(別記様式第３号)

総合評価方式の対象工事である。

資格要件確認書類

ア　提出期間

13 その他

12

資格要件確認書類提出依頼書等で指定された期間（休日を除く）

世羅町 0847-22-5309

問合せ先

電話

前各項に掲げるもののほか、別紙総合評価方式による一般競争入札（事後審査型）公告共通事項による。

エ　提出場所

世羅郡世羅町大字

14

（２） 世羅町 (直)　財政課 世羅郡世羅町大字 0847-22-1115電話西上原123番地1

　建設課

なお、11資格要件確認書類の提出後に６の資格要件の確認を行うものとし、当該書類によって資格要件を満た

（１）

西上原123番地1

ウ　提出方法 電子入札システム又は持参により提出

(直)

（２） 本件工事の請負契約を締結するには、世羅町議会の決議を要する。

（１）

世羅町低入札価格調査制度事務取扱要綱による、低入札価格調査制度対象である。

ること。

７（２）イに同じ

　資格要件確認書類の用紙は、11（１）アの期間に、14の場所で配布及び世羅町ホームページに掲載する。

（イ）技術者の資格・工事経験調書（別記様式第４号）

落札者の決定方法

イ　提出書類

午前９時から午後５時まで

　資格要件確認書類の提出を求められた者は、世羅町のホームページから様式をダウンロードして次のとおり提出す（１）

11


